
仕 様 書 

１．業務の名称  

  令和４年度和歌山県文化表彰受賞記念事業に係るポスター、チラシのデザイン及び

制作業務委託 

 

２．仕様 

（１）文化表彰受賞記念公演（令和５年１月２２日開催予定）の事業周知ポスター、

チラシのデザイン及び作成 

   ・ポスター 

①枚数 １７０枚 

②規格 Ｂ２判 

カラー印刷 

        コート紙１１０Ｋ 

・チラシ 

①枚数 ６，５００枚 

②規格 Ａ４ 

両面印刷 カラー印刷 

コート紙７３Ｋ 

   ※ポスター、チラシの原稿となる文字データは文化学術課から提供 

 

（２）文化表彰受賞記念講演（令和５年２月１１日開催予定）の事業周知ポスター、

チラシのデザイン及び作成 

   ・ポスター 

①枚数 １７０枚 

②規格 Ｂ２判 

カラー印刷 

        コート紙１１０Ｋ 

・チラシ 

①枚数 ６，５００枚 

②規格 Ａ４ 

両面印刷 カラー印刷 

コート紙７３Ｋ 

   ※ポスター、チラシの原稿となる文字データは文化学術課から提供 

 

（３）文化表彰受賞記念展（令和５年３月１日～３月６日開催予定）の事業周知ポス

ター、チラシのデザイン及び作成 

   ・ポスター 



①枚数 １７０枚 

②規格 Ｂ２判 

カラー印刷 

        コート紙１１０Ｋ 

・チラシ 

①枚数 ６，５００枚 

②規格 Ａ４ 

片面印刷 カラー印刷 

コート紙７３Ｋ 

   ※ポスター、チラシの原稿となる文字データは文化学術課から提供 

 

（４）文化表彰受賞記念講演（令和５年３月１２日開催予定）の事業周知ポスター、

チラシのデザイン及び作成 

   ・ポスター 

①枚数 １７０枚 

②規格 Ｂ２判 

カラー印刷 

        コート紙１１０Ｋ 

・チラシ 

①枚数 ６，５００枚 

②規格 Ａ４ 

両面印刷 カラー印刷 

コート紙７３Ｋ 

   ※ポスター、チラシの原稿となる文字データは文化学術課から提供 

 

 

３．校正 
  ３回以上  

 

 

４．事業周知ポスター、チラシのデザイン及び著作権等 
（１）デザインについては、受託者が案を提示すること。（それぞれのチラシの表紙に

ついてデザイン案を２案提示すること）  

（２）デザイン、レイアウト等は文化学術課と協議の上最終決定し、制作すること。 

（３）当該事業の周知を円滑に行うため、制作物の著作権（著作権法第２７条及び第２

８条に規定する権利を含む。）は、制作物の引渡しをもって和歌山県に譲渡される

ものとし、著作権者は、制作物に係る著作者人格権を将来にわたって一切行使しな

いものとする。なお、著作権の譲渡に係る費用が発生する場合は、当該費用も見積

額に含めること。 

（４）文化学術課が制作物のデジタルデータの提出を求めた際には、速やかに提出する

こと。なお、文化学術課は提出されたデータを自由に再利用できるものとする。 



５．成果品 
 （１）文化表彰受賞記念公演（令和５年１月２２日開催予定）に関するもの 

・事業周知ポスター １７０枚（うち１４０枚は八つ折り印刷面表で納品するこ

と。） 

   ・事業周知チラシ ６，５００枚 

   ・ＰＤＦデータ 一式 

 （２）文化表彰受賞記念講演（令和５年２月１１日開催予定）に関するもの 

・事業周知ポスター １７０枚（うち１４０枚は八つ折り印刷面表で納品するこ

と。） 

   ・事業周知チラシ ６，５００枚 

   ・ＰＤＦデータ 一式 

（３）文化表彰受賞記念展（令和５年３月１日～３月６日開催予定）に関するもの 

・事業周知ポスター １７０枚（うち１４０枚は八つ折り印刷面表で納品するこ

と。） 

   ・事業周知チラシ ６，５００枚 

   ・ＰＤＦデータ 一式 

 （４）文化表彰受賞記念講演（令和５年３月１２日開催予定）に関するもの 

・事業周知ポスター １７０枚（うち１４０枚は八つ折り印刷面表で納品するこ

と。） 

   ・事業周知チラシ ６，５００枚 

   ・ＰＤＦデータ 一式 

 

 

６．納入期限 
（１）令和４年１２月１５日（木） 

 （２）令和５年１月６日（金） 

 （３）令和５年１月２７日（金） 

 （４）令和５年１月２７日（金） 

 

 

７．納入場所  
  和歌山県庁本館４階 文化学術課 

 

 

８．その他  
  新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、やむを得ず令和４年度和歌山県文

化表彰受賞記念事業を中止する場合においても、キャンセル料や違約金等を負担する

ことはできないものとする。 


